
通い・訪問・泊まりなど組み合わせて利用したい

　住みなれた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域密着型サービスがありま
す。ただし、地域で必要とされるサービスが異なるため、原則として、他の市区町村のサービ
スは受けられません。

地域の特性に応じたサービスもあります

介護保険で利用できるサービス
地域密着型サービス

　施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、居
宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能な
サービスを提供します。

小規模多機能型居宅介護
【介護予防小規模多機能型居宅介護】

要支援1・2の人は利用できません

●利用者負担のめやす〈1か月につき〉

●利用者負担のめやす〈1か月につき〉

12,659円
17,711円
24,898円
28,238円
31,942円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

3,509円
7,091円
10,636円
15,632円
22,740円
25,097円
27,672円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

看護小規模多機能型居宅介護
　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせる
ことで、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看
護のケアを提供します。

●利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。
●サービスの利用内容によってさまざまな加算があります。また、地域による加算や介護職員処遇改善加算など
もあります。
●施設を利用した場合、食費、日常生活費、居住費などは別途必要になります。

住みなれた家を暮らしやすい環境にしたい

居宅介護住宅改修【介護予防住宅改修】

●20万円を上限に費用の9割、8割または7割が介護保険から支給されます。
●引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができる場合が
あります。

申請に必要な書類
●住宅改修費支給申請書
●工事費見積書
●住宅改修が必要な理由書
　ケアマネジャーなどに作成を依頼します
●見取図（住宅平面図）
●改修前の写真（日付入りのもの）
●住宅の所有者の承諾書
　(被保険者と住宅の所有者が異なる場合)
●受領委任払いの同意書（受領委任の場合）

提出に必要な書類
●完了届出書
●工事費内訳書
●領収書（宛名は被保険者名）
●改修後の写真（日付入りのもの）
●受領委任払いに係る明細書
　(受領委任の場合）

◆利用者負担について

　事前に市へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費
が支給されます。

①償 還 払 い……利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、申請後、そのうちの保
険給付分が市から利用者へ支給されます。

②受領委任払い……利用者が自己負担分を事業者に支払い、申請後、市が事業者に保険給付
分を支払います。
※受領委任払いを行うには、事前に事業者との合意が必要です。

介護保険でできる住宅改修の例

利用手続きの流れ

●手すりの取り付け
●段差の解消
●滑りにくい床材に変更
●引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
●和式便器を洋式便器などに取り替え
　(便器の位置・向きの変更を含む）
●上記の工事にともなって必要となる工事

市へ領収書などを提出

住宅改修費の支給

工事の実施・完了／支払い

市へ事前に申請／市による確認

施工事業者の選択・見積もり依頼

ケアマネジャーなどに相談

事前の事前の申請が必要です

●住宅改修費用と福祉用具購入費用は2種類の支払い方法が選べます。

介護報酬が改定されたため、利用者負担のめやすが変わりました。令和6年4月から
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認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）
【介護予防認知症対応型共同生活介護】
　認知症の人が共同生活する住居で、食事・入
浴などの介護や機能訓練などを行います。

夜間対応型訪問介護
　定期巡回または通報による夜間専用の訪問
介護を行います。

認知症の人を対象にしたサービスを利用したい

夜間もヘルパーさんに来てもらいたい

　認知症の人へ、食事・入浴などの介護や
機能訓練などを日帰りで行います。

認知症対応型通所介護
【介護予防認知症対応型通所介護】

要支援1・2の人は利用できません

要支援1・2の人は利用できません

要支援1の人は利用できません

876円
978円
1,011円
1,121円
1,231円
1,342円
1,452円

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす
〈7時間以上8時間未満の場合〉
単独型を利用する場合

●利用者負担のめやす〈30日の場合〉
ユニット数1の場合

23,150円
23,272円
24,367円
25,066円
25,584円
26,131円

要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

764円
903円
1,047円
1,189円
1,331円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす
オペレーションセンターを設置している場合

1,010円／月
380円／回
579円／回

基本夜間対応型訪問介護
定期巡回サービス

随時訪問サービス（Ⅰ）

地域密着型通所介護
施設に行って支援やリハビリを受けたい

●利用者負担のめやす

地域の身近な施設でサービスを利用したい

ヘルパーさんに自宅を定期的に訪問してもらいたい

　定員が29人以下の介護専用型特定施設で、食事・入
浴・排せつなどの介護や、日常生活上の世話、機能訓
練などを提供します。

地域密着型特定施設入居者生活介護

　日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、
入浴・排せつ・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　定員が29人以下の
小規模な介護老人福
祉施設で、介護や日
常生活上の世話、機
能訓練などを提供し
ます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

◆訪問介護のみを利用 ◆訪問介護と訪問看護を利用

要支援1・2の人は
利用できません

要支援1・2の人は
利用できません

要支援1・2の人は
利用できません

●利用者負担のめやす〈30日の場合〉

5,561円
9,925円
16,479円
20,846円
25,211円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

8,113円
12,674円
19,346円
23,849円
28,893円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす〈30日の場合〉

16,610円
18,678円
20,838円
22,815円
24,945円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

●利用者負担のめやす〈1か月につき〉
　介護、看護一体型事業所の場合

〈7時間以上8時間未満の場合〉
　定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、
食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援
や、機能訓練などを日帰りで行います。

18,252円
20,412円
22,663円
24,854円
26,983円

18,252円
20,412円
22,663円
24,854円
26,983円

20,747円
22,907円
25,188円
27,409円
29,538円

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室

●新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象です。

※令和6年4月1日現在、市内に施設はありません。

※令和6年4月1日現在、市内に事業所はありません。
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